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１
．損
害
保
険
代
理

店
制
度
の
自
由
化

　（
１
）
業
界
共
通
の
損
害

保
険
代
理
店
制
度
の
廃
止

　
損
害
保
険
代
理
店
（
以
下

「
代
理
店
」
と
い
う
）
を
格

付
け
す
る
業
界
共
通
の
火
災

保
険
代
理
店
格
付
制
度
（
１

９
５
２
年
７
月
、
注
１
）
の

発
足
以
来
、
損
害
保
険
業
界

で
は
、
代
理
店
の
種
別
認
定

要
件
（
注
２
）
の
水
準
の
引

き
上
げ
や
、
募
集
人
教
育
の

充
実
、
取
り
扱
う
保
険
種
目

の
拡
大
な
ど
数
度
の
改
定
を

行
っ
て
き
た
。

　
１
９
８
０
年
10
月
に
は
、

大
蔵
省
通
達
（
１
９
８
０
年

６
月
10
日
付
・
蔵
銀
第
１
４

５
９
号
）
に
基
づ
き
、
対
象

保
険
種
目
を
拡
大
し
た
新
ノ

ン
マ
リ
ン
代
理
店
制
度
（
注

３
）
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
同

制
度
は
保
険
業
法
の
改
正
時

（
１
９
９
６
年
４
月
１
日
施

行
）
に
お
い
て
も
基
本
的
な

枠
組
み
が
維
持
さ
れ
、
代
理

店
制
度
と
し
て
大
蔵
省
通
達

（
１
９
９
６
年
４
月
１
日
付

・
蔵
銀
第
５
２
５
号
）
に
明

記
さ
れ
た
後
、
大
蔵
省
通
達

の
全
面
的
な
見
直
し
が
な
さ

れ
る
中
、
金
融
監
督
庁
の
事

務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
金
融
監

督
等
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事

項
）
に
明
記
さ
れ
た
（
１
９

９
８
年
６
月
）
。

　
業
界
共
通
の
代
理
店
制
度

は
、
消
費
者
が
代
理
店
、
募

集
人
を
選
ぶ
際
の
指
標
と
な

り
、
消
費
者
保
護
に
大
き
く

寄
与
し
た
。
し
か
し
、
算
定

会
料
率
の
使
用
義
務
の
廃
止

（
１
９
９
８
年
７
月
１
日
）

や
保
険
商
品
・
料
率
の
自
由

化
が
進
展
す
る
中
、
損
害
保

険
会
社
、
代
理
店
の
自
主
性

を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
よ
り
効
率
的
な
代
理
店

制
度
が
構
築
さ
れ
、
消
費
者

の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
サ
ー
ビ

ス
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
目

的
に
、
保
険
業
法
施
行
規
則

が
改
正
さ
れ
、
同
時
に
業
界

共
通
の
代
理
店
制
度
は
廃
止

さ
れ
た
（
２
０
０
１
年
３
月

末
）
。

　（
２
）
損
害
保
険
会
社
別

の
代
理
店
制
度
の
ス
タ
ー
ト

　
業
界
共
通
の
代
理
店
制
度

の
廃
止
に
伴
い
、
損
害
保
険

各
社
は
、
金
融
監
督
庁
か
ら

示
さ
れ
た
「
損
害
保
険
代
理

店
制
度
の
見
直
し
に
係
る
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
概

要
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
考

え
方
」
（
２
０
０
０
年
５
月

24
日
）
を
踏
ま
え
、
２
０
０

１
年
４
月
以
降
、
独
自
の
代

理
店
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

た
。
そ
の
内
容
は
、
取
扱
保

険
料
、
自
社
の
収
入
保
険
料

割
合
、
顧
客
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ

ル
等
の
要
素
を
踏
ま
え
て
、

代
理
店
手
数
料
率
体
系
を
定

め
る
も
の
で
あ
っ
た
。ま
た
、

保
険
商
品
に
関
す
る
教
育
の

観
点
で
は
、
損
害
保
険
各
社

に
お
い
て
独
自
の
講
習
、
試

験
制
度
を
構
築
し
た
。

２
．
募
集
品
質
向

上
の
取
り
組
み

　（
１
）
自
由
化
以
前
の
募

集
人
教
育
・
試
験
制
度
（
１

９
５
２
年
７
月
～
２
０
０
１

年
３
月
）

　
募
集
人
に
対
す
る
教
育
・

試
験
制
度
は
、
２
０
０
１
年

３
月
ま
で
は
、
行
政
通
達
に

基
づ
く
業
界
共
通
の
代
理
店

制
度
の
下
で
、
損
害
保
険
協

会
が
制
度
を
運
営
し
て
い

た
。

　
同
制
度
で
は
、
募
集
人

は
、
損
害
保
険
各
社
が
実
施

す
る
講
習
を
受
け
、
損
害
保

険
協
会
が
運
営
す
る
試
験
に

合
格
し
、
個
人
資
格
を
取
得

す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て

い
た
。資
格
に
は
、特
級（
一

般
）
資
格
、
特
級
（
工
場
）

資
格
、
上
級
資
格
、
普
通
資

格
、
初
級
資
格
が
あ
っ
た
。

　（
２
）
自
由
化
以
降
の
募

集
人
教
育
・
試
験
制
度
（
２

０
０
１
年
４
月
～
）

　
前
述
の
金
融
監
督
庁
か
ら

示
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ

メ
ン
ト
に
お
け
る
考
え
方
に

お
い
て
、
「
代
理
店
の
教
育

に
当
た
っ
て
は
、
損
保
協
会

が
実
施
す
る
試
験
等
も
活
用

し
て
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏

ま
え
、
損
害
保
険
協
会
は
、

従
来
の
試
験
に
代
わ
り
、
保

険
募
集
に
初
め
て
従
事
す
る

者
を
対
象
に
し
た
損
害
保
険

募
集
人
試
験
（
以
下
「
募
集

人
試
験
」
と
い
う
）
と
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
法
律
、
税

務
の
専
門
知
識
を
習
得
す
る

た
め
の
損
害
保
険
代
理
店
専

門
試
験
（
以
下
「
代
理
店
専

門
試
験
」
と
い
う
）
の
2
種

類
の
試
験
を
実
施
し
た
。
こ

れ
ら
の
試
験
は
、
損
害
保
険

協
会
が
損
害
保
険
会
社
の
依

頼
に
基
づ
き
実
施
し
、
テ
キ

ス
ト
・
試
験
問
題
の
作
成
や

合
否
判
定
ま
で
を
行
う
こ
と

と
し
、
従
来
の
教
育
・
試
験

制
度
と
比
較
し
て
基
礎
知
識

等
の
内
容
に
範
囲
を
限
定
し

た
。

　
一
方
、
保
険
商
品
の
知
識

を
習
得
す
る
た
め
の
教
育
・

試
験
は
、
損
害
保
険
各
社
が

独
自
に
行
う
こ
と
と
し
、
各

社
で
テ
キ
ス
ト
・
試
験
問
題

を
作
成
す
る
と
と
も
に
合
否

判
定
も
行
う
こ
と
と
な
っ
た

が
、
試
験
運
営
の
効
率
化
を

図
る
た
め
、
試
験
会
場
の
手

配
や
試
験
会
場
で
の
受
付
業

務
等
に
つ
い
て
は
損
害
保
険

協
会
の
共
同
運
営
の
下
で
実

施
さ
れ
た
。

　（
３
）
募
集
人
教
育
・
試

験
制
度
の
再
構
築
（
２
０
０

７
年
10
月
～
）

　
付
随
的
な
保
険
金

の
支
払
い
漏
れ
等
の

問
題（
２
０
０
５
年
）

を
機
に
、
損
害
保
険

業
界
で
は
信
頼
回
復

の
取
り
組
み
が
最
重

要
課
題
と
な
っ
た
。

一
方
、
募
集
人
の
教

育
・
試
験
制
度
に
関
し
て
、

金
融
庁
の
保
険
商
品
の
販
売

勧
誘
の
あ
り
方
に
関
す
る
検

討
チ
ー
ム
（
野
村
修
也
座

長
）
の
中
間
論
点
整
理
（
２

０
０
５
年
７
月
８
日
）
に
お

い
て
、
募
集
人
の
資
質
向
上

の
た
め
の
研
修
・
教
育
の
充

実
等
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、

ま
た
、
損
害
保
険
協
会
が
設

置
し
た
「
消
費
者
の
声
」
諮

問
会
議
か
ら
は
、
募
集
品
質

向
上
の
た
め
、
募
集
人
の
資

格
に
更
新
制
度
を
導
入
す
る

こ
と
や
、
保
険
商
品
に
関
す

る
業
界
共
通
の
教
育
制
度
の

創
設
等
の
提
言
が
な
さ
れ
た

（
２
０
０
６
年
12
月
15
日
）。

　
ア
．
更
新
制
度
の
導
入
お

よ
び
保
険
商
品
教
育
制
度
の

創
設
等

　
前
述
の
提
言
等
を
受
け
、

募
集
人
試
験
で
は
、
重
要
事

項
説
明
等
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
に
関
す
る
事
項
や
第
三

分
野
商
品
の
内
容
等
に
つ
い

て
、
学
習
内
容
・
範
囲
の
拡

大
を
行
っ
た
ほ
か
、
出
題
方

式
の
多
様
化
や
試
験
時
間
の

短
縮
も
行
い
、
試
験
の
難
易

度
を
ア
ッ
プ
さ
せ
（
２
０
０

７
年
10
月
）
、
ま
た
、
５
年

ご
と
の
更
新
制
度
を
導
入
し

（
２
０
０
８
年
６
月
）
、
最

新
の
業
務
知
識
を
定
期
的
に

検
証
す
る
な
ど
募
集
人
教
育

・
試
験
制
度
の
再
構
築
を
行

っ
た
。　

さ
ら
に
、
損
害
保
険

各
社
の
制
度
に
委
ね
ら

れ
て
い
た
保
険
商
品
分

野
の
教
育
に
つ
い
て
、

業
界
共
通
の
保
険
商
品

教
育
制
度
を
創
設
し
た

（
２
０
０
８
年
11
月
）。

　
イ
．
損
害
保
険
募
集

人
一
般
試
験
の
創
設

　
再
構
築
し
た
募
集
人

教
育
・
試
験
制
度
は
、

募
集
人
試
験
と
保
険
商

品
教
育
制
度
に
そ
れ
ぞ

れ
５
年
ご
と
の
更
新
制

度
が
あ
る
な
ど
、
内
容

が
分
か
り
に
く
い
と
の

課
題
や
試
験
合
格
の
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
な
い

な
ど
の
課
題
が
残
さ
れ

て
い
た
。

　
同
課
題
に
対
し
て
、

「
消
費
者
の
声
」
諮
問

会
議
か
ら
、
試
験
の
合

格
者
の
み
が
保
険
募
集
に
従

事
で
き
る
仕
組
み
を
導
入
し

て
は
ど
う
か
な
ど
の
提
言
が

な
さ
れ
（
２
０
０
９
年
６
月

９
日
）、損
害
保
険
協
会
は
、

募
集
人
の
募
集
品
質
の
確
保

・
向
上
を
目
的
に
、
募
集
人

試
験
と
保
険
商
品
教
育
制
度

を
統
合
し
て
損
害
保
険
募
集

人
一
般
試
験
（
以
下
「
損
保

一
般
試
験
」
と
い
う
）
を
創

設
し
（
２
０
１
１
年
10
月
）、

同
試
験
の
基
礎
単
位
・
商
品

単
位
に
合
格
し
て
い
な
い
募

集
人
、
ま
た
は
適
切
に
更
新

し
て
い
な
い
募
集
人
は
保
険

募
集
が
で
き
な
い
こ
と
を
制

度
上
明
確
に
し
た
。

　
な
お
、
保
険
商
品
教
育
制

度
は
、
損
保
一
般
試
験
の
創

設
に
伴
い
廃
止
さ
れ
た
（
２

０
１
１
年
９
月
）
。

　
ウ
．
損
害
保
険
大
学
課
程

の
創
設

　
損
保
一
般
試
験
の
創
設
に

よ
り
、
募
集
人
全
員
を
対
象

に
し
た
教
育
・
試
験
制
度
が

構
築
さ
れ
た
も
の
の
、
よ
り

高
い
レ
ベ
ル
の
知
識
を
身
に

付
け
る
必
要
が
あ
る
と
の
認

識
の
下
、
従
来
、
損
害
保
険

協
会
が
実
施
し
て
き
た
代
理

店
専
門
試
験
（
法
律
・
税
務

・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
各

コ
ー
ス
）
と
日
本
損
害
保
険

代
理
業
協
会
が
実
施
し
て
き

た
保
険
大
学
校
を
統
合
し
た

業
界
共
通
の
教
育
・
試
験
制

度
で
あ
る
損
害
保
険
大
学
課

程
が
創
設
さ
れ
た
（
２
０
１

２
年
７
月
）
。

　（
４
）
損
害
保
険
協
会
の

募
集
人
教
育
制
度
の
意
義

　
募
集
人
試
験
の
合
格
を
代

理
店
登
録
・
募
集
人
届
出
の

要
件
と
す
る
か
ど
う
か
は
各

社
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
い
た

が
、
損
保
一
般
試
験
の
合
格

を
代
理
店
登
録
・
募
集
人
届

出
や
保
険
募
集
の
要
件
と
し

て
位
置
づ
け
た
こ
と
は
、
大

き
な
意
義
が
あ
っ
た
。

　
損
保
一
般
試
験
は
、
保
険

商
品
の
知
識
な
ら
び
に
重
要

事
項
の
説
明
や
適
合
性
の
原

則
に
即
し
た
募
集
を
行
う
た

め
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

等
、
募
集
人
に
と
っ
て
必
要

不
可
欠
な
知
識
を
習
得
す
る

こ
と
で
募
集
人
資
質
の
向
上

を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
す

べ
て
の
募
集
人
に
同
試
験
の

合
格
を
義
務
づ
け
る
必
要
が

あ
り
、
検
討
の
段
階
で
は
公

正
取
引
委
員
会
と
も
相
談

し
、
公
正
で
透
明
度
の
高
い

制
度
を
目
指
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
消
費
者
と
直

接
接
点
が
あ
る
募
集
人
の
教

育
は
、
公
共
性
が
高
く
公
正

な
制
度
運
営
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
今
後
と
も
損
害

保
険
協
会
が
大
き
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
。

　（
５
）
そ
の
他
の
募
集
品

質
向
上
の
取
り
組
み

　
保
険
募
集
に
お
い
て
、
募

集
人
は
、
保
険
業
法
等
の
関

係
法
令
や
金
融
庁
の
保
険
会

社
向
け
の
総
合
的
な
監
督
指

針
等
を
遵
守
し
、
適
正
に
業

務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
お
り
、
損
害
保
険
各

社
の
社
内
ル
ー
ル
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
損
害

保
険
各
社
の
社
内
ル
ー
ル
で

は
、
大
枠
に
お
い
て
大
差
は

な
い
も
の
の
、
法
令
等
に
規

定
さ
れ
て
い
な
い
細
目
に
つ

い
て
は
差
が
生
じ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
乗
合
代
理
店
に
お

い
て
、
事
務
上
の
混
乱
が
生

じ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま

え
、
損
害
保
険
協
会
は
、
法

令
の
解
説
に
加
え
、
損
害
保

険
各
社
の
募
集
ル
ー
ル
の
う

ち
共
通
す
る
も
の
等
、
代
理

店
が
遵
守
す
べ
き
法
令
等
を

体
系
的
に
整
理
し
た
「
募
集

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
ガ
イ

ド
」
を
作
成
し
た
（
２
０
０

７
年
３
月
）
。

（
つ
づ
く
）

◇

　（
注
１
）
火
災
保
険
代
理

店
格
付
制
度
と
は
、
わ
が
国

で
初
め
て
実
施
さ
れ
た
代
理

店
の
格
付
制
度
で
あ
る
。
火

災
保
険
を
販
売
し
て
い
る
す

べ
て
の
代
理
店
を
業
務
能

力
、
経
験
年
数
、
経
理
状
況
、

挙
績
状
況
等
に
基
づ
き
、
特

別
代
理
店
、
代
理
店（
甲
）、

代
理
店（
乙
）の
３
段
階
に
格

付
け
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　（
注
２
）
種
別
認
定
要
件

と
は
、
代
理
店
を
格
付
け
す

る
際
の
要
件
で
あ
り
、
火
災

保
険
代
理
店
格
付
制
度
に
お

い
て
は
、資
格
取
得
者
状
況
、

挙
績
状
況
、
法
令
等
遵
守
状

況
等
が
要
件
で
あ
っ
た
。

　（
注
３
）
新
ノ
ン
マ
リ
ン

代
理
店
制
度
と
は
、
損
害
保

険
の
う
ち
海
上
保
険
、
運
送

保
険
お
よ
び
原
子
力
保
険
を

除
く
損
害
保
険
を
募
集
す
る

代
理
店
を
対
象
と
し
た
制
度

を
い
う
。

　【
文
責
：
日
本
損
害
保
険

協
会
】

　
本
特
集
で
は
、
日
本
損
害
保
険
協
会
が
創
立
１
０
０
周
年
に
あ
た
り
刊
行
し
た

「
日
本
損
害
保
険
協
会
百
年
史
」
を
も
と
に
、
同
協
会
の
歩
み
を
紹
介
し
て
い
る
。

第
13
回
の
今
回
は
、
募
集
人
教
育
・
試
験
制
度
を
中
心
に
、
保
険
募
集
の
変
遷
に
つ

い
て
簡
単
に
振
り
返
る
。

損保協会作成の記念ロゴ

特
集
　 

損
保
協
会  

～
１
０
０
年
の
あ
ゆ
み
～

保
険
募
集
の
変
遷
【第13回】

損害保険募集人の教育・試験制度の変遷

日本代協　認定保険代理士制度

教育プログラム修了（必須）⇒ 試験合格 ⇒認定取得
＊試験は 2014 年 6月、認定は同年 7月

教育プログラム修了（任意）⇒ 試験合格 ⇒認定取得
＊試験は 2012 年 7月、認定は同年 8月

《新規募集人》
合格しなければ、当該保険商品の販売ができない。
《既存募集人》
資格の有効期限内に合格しなければ、当該保険商品
の販売ができなくなる

《新規募集人》
合格しなければ、行政への登録・届出ができない。
《既存募集人》
資格の有効期限内に合格しなければ、行政への登録・
届出を廃止することになる。

統

合

日本代協保険大学校修了⇒試験合格⇒認定取得

＊試験の他、一定の条件により
　研修による修了も可

＊試験のみ（研修不可）

＊試験のみ　共通領域のみ

＊募集人試験の実施は 2001 年 4月。2008 年 6月より、5年ごとの更新制度を導入した。

更新制の導入

代理店専門試験

損害保険大学課程

商品専門試験

募集人試験

損保一般試験

法律コース

税務コース

自動車保険コース 自動車保険単位

火災保険単位

傷害疾病保険単位

共通領域＋個社領域 共通領域のみ

共通領域のみ

基礎単位 共通領域のみ

共通領域のみ

共通領域＋個社領域

共通領域＋個社領域

火災保険コース

傷害疾病保険コース

コンプライアンスコース

2008.6
2008.11

2011年 10月～ 2012年 7月～

「コンサルティングコース」
実践的な知識・スキルを修得！

「専 門 コ ー ス」


